
滋賀県土木積算システムにおける施工パッケージ単価の算出方法

Ｋ： 標準単価に占める機械費の構成割合
Ｒ： 標準単価に占める労務費の構成割合
Ｚ： 標準単価に占める材料費の構成割合

｛括弧｝内での端数処理は行っていません。

標準単価は有効数字５桁です。

ただし、少数第４位以降は切り捨てます。
例） ・ 12.345円の場合 ⇒ 12.345円

・ 1.2345円の場合 ⇒ 1.234円
・ 0.12345円の場合 ⇒ 0.123円

積算単価は有効数字４桁で５桁目以降切り上げます。

ただし、少数第４位以降は四捨五入します。
例） 計算結果（端数処理前） 積算単価

・ 12.345...円の場合 ⇒ 12.35円
・ 1.2345...円の場合 ⇒ 1.235円
・ 0.12345...円の場合 ⇒ 0.124円 （端数処理後は0.1235円ですが、小数第４位以降は四捨五入されます）

※ 単価表における端数処理は、積算基準書の端数処理に準拠します。
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